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運用実績
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 基準価額・純資産の推移

 分配の推移

データ基準日 ： 2011年6月30日現在

基準価額 3,902 円
純資産総額 136百万円

決算期 分配金
第13期（平成22年 6 月10日） 60 円
第14期（平成22年 9 月10日） 60 円
第15期（平成22年12月10日） 60 円
第16期（平成23年 3 月10日） 50 円
第17期（平成23年 6 月10日） 40 円

設定来累計 2,070 円
＊分配金は、1万口当たり、税引前の金額です。
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 主要な資産の状況
ファンドの内訳 比率

ユーロ円債 98.5%
現金等 1.5%

合計 100.0%
＊比率は小数点第2位を四捨五入しているため合計が100%にならない場合があります。

※�ファンドの過去の運用実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。最新の運用実績は、表紙に記載する
委託会社のホームページでご確認いただけます。

 年間収益率の推移（暦年ベース）

＊�当ファンドにはベンチマークはありません。ファンドの収益率は税引前分配金を再投資したものと仮定して算出しております。2007年は設定日（2月20日）から
12月末までの収益率です。2011年は6月末までの騰落率です。
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＊分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものと仮定して算出しております。

ユーロ円債のポートフォリオ状況
市場配分 業種配分 通貨配分

＊比率はユーロ円債の額面金額に対する比率であり、平成23年5月27日時点のものです。
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手続・手数料等

 お申込みメモ
購 入 単 位 １口または１円単位として販売会社が定める単位

購 入 価 額 購入申込日の翌営業日の基準価額（１万口当たりで表示しています。）

購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

換 金 単 位 １口または１円単位として販売会社が定める単位

換 金 価 額 換金（解約）受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

換 金 代 金 原則として換金（解約）受付日から起算して６営業日目からお支払いします。

申 込 締 切 時 間 午後３時までに、販売会社が受け付けた分を当日のお申込み分とします。

購 入 ・ 換 金
申 込 不 可 日

以下の日においては、購入および換金（解約）のお申込みができません。
・ ニューヨークまたはロンドンの銀行休業日

購入の申込期間
平成23年3月11日から平成24年3月8日
（期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）

換 金 制 限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、１億口または１億円以上の換金（解約）請求は、正午までに
お願いします。

購 入 ・ 換 金
申 込 受 付 の
中止及び取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを
得ない事情があるときは、購入・換金（解約）の受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金
（解約）申込みの受付を取消す場合があります。

信 託 期 間 無期限（平成19年２月20日設定）

繰 上 償 還

信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合、主要投資対象
であるユーロ円債の発行体の信用状況の著しい悪化もしくは債務不履行等があり当該債券
をすべて売却した場合、その他やむを得ない事情等が発生した場合、事前に受益者の意向を確認
し、受託者と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること（繰上償還）ができます。

決 算 日 年４回、毎年３月、６月、９月、12月の各10日（休業日の場合は翌営業日）

収 益 分 配 年４回の毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

信託金の限度額 ファンドの信託金限度額は5,000億円です。

公 告 日本経済新聞に掲載します。

運 用 報 告 書 毎年３月と９月の決算時および償還時に運用報告書を作成し、知れている受益者に交付します。

課 税 関 係 課税上は、株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
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手続・手数料等

 ファンドの費用・税金
◆ ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用

購 入 時 手 数 料
購入申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、上限を3.675％

（税抜 3.50％）として、販売会社が定める料率を乗じて得た額とします。

信託財産留保額
１万口につき換金（解約）受付日の翌営業日の基準価額に対して0.5％の率を乗じて
得た額を、ご換金（解約）時にご負担いただきます。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運 用 管 理 費 用
（ 信 託 報 酬 ）

ファンドの日々の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、
毎決算時または信託終了のときに、信託財産から支払われます。
＜基準価額（１万口あたり）が9,000円以上の場合＞

当ファンドの運用管理費用
（信託報酬）（年率） 年1.2075％	（税抜 年 1.15％）

配分

委託会社 年 0.4200％	（税抜 年 0.400％）

販売会社 年 0.7350％	（税抜 年 0.700％）

受託会社 年 0.0525％	（税抜 年 0.050％）

＜基準価額（１万口あたり）が9,000円未満の場合＞

当ファンドの運用管理費用
（信託報酬）（年率） 年1.0500％	（税抜 年 1.00％）

配分

委託会社 年 0.2625％	（税抜 年 0.250％）

販売会社 年 0.7350％	（税抜 年 0.700％）

受託会社 年 0.0525％	（税抜 年 0.050％）

その他の費用・
手 数 料

●�ファンドに関する有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および外国
での資産の保管等に要する諸費用等、監査費用、印刷費用、郵送費用等を信託
財産でご負担いただきます。
●�当ファンドの主要投資対象であるユーロ円債について、当該ユーロ円債の時価
総額に対して年0.8％程度の管理費用がかかります。
※�これらの費用等は、運用状況等により変動するため、料率、上限率等をあらかじめ
表示することが出来ません。

◆ 税金
税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時　　期 項　　目 税　　金

分配時 所得税および地方税 配当所得として課税
普通分配金に対して10％

換金（解約）時および償還時 所得税および地方税 譲渡所得として課税
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して10％

※上記は平成23年7月31日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。




